
 

 
 
 

 

令和７(2025)年度人権に関する作品コンクール  
イラストの部  入賞作品  

『みんなで、ひとつの傘の下で』  
佐野日本大学中等教育学校  赤松  佑紀  さん  

第５章 
 
社会教育における学習プログラム 
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※「ファシリテーター」・・・参加者の活動や発言を促したり、話をまとめたりして、より良い学びが得られるよう

に活動をサポートする人 

参加体験型学習は、参加者の主体的な活動とコミュニケーションをとおして、気付きや学びを共有し合う

学習方法です。本県では、参加体験型学習をワークショップと呼び、人権感覚を磨き人権意識を高める手法

として取り入れています。 

参加者自身が自らの知識や体験をもとにして、積極的に学習会や研修会に関われるため、学びに対する

充足感と学習を促進する効果が期待できます。ワークショップは下の三つの要素から構成され、統一された

コンセプト（一貫したねらい）のもとに行います。 

 

 

本資料の特徴 

① 参加者の活動内容 

参加者の方々が、提示されるテーマに基づいた話合いをグループ内で行うことを基本としています。お互

いの考えを伝え合うことで考えを深め、自分の中に気付きを得ることを目的としています。 

② 講座の時間 

話合いの時間を柔軟に設定できるよう、４０分をメインとし、３０～５０分へのアレンジが可能であるプログラ

ムとしました。 

参加者同士で行うワークや意見交換に取り組む時間をファシリテーター  が調整することで、学習時間の

調整が行えます（話合い時間を延ばして５０分の講座に、短くして３０分の講座にすることも可能です）。 

③ プログラムの構成 

活発な話し合いができるように、導入となるアイスブレーキングから、展開のメインアクティビティ、まとめの

ふりかえりと、三つの構成になっています。アイスブレーキングは、メインアクティビティにつながる内容であり、

かつ、お互いが話しやすい雰囲気づくりにも役立つようにしています。 

④ 資料の使用方法 

各プログラムは、見開きで左のページに展開（流れ）を、右ページには読み上げることで進行できる「声か

け例」が記載されています。また、「声かけ例」には進行する上での配慮事項(留意点)を載せています。どこ

に配慮すればよいか、どんな声かけをすると効果的かなど、事前に確認できるようになっています。 

★付属の提示資料は、印刷するだけで使えるようになっているので、最小限の事前準備で講座を進めること

ができます。 

 

 

参加体験型学習について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

･ 参加者の気付きや発見を促し、学びの分かち合いや共有化を図りなが 
ら学習を深めたり、広めたりする活動 

･ 参加者の気付きや学びを明らかにし、参加者自身の気付きや感想を
皆で分かち合い、学びを行動化しようとする意欲を高める活動 

･ 学習をスムーズに進めるための和やかな雰囲気づくりや、学習テーマ
に対する下地づくりの活動 
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人権が尊重された雰囲気づくり 

どんな学習プログラムでも共通して取り組むべきことが、人権が尊重された雰囲気づくりです。 

ファシリテーターが、参加者も雰囲気づくりに加わるようにはたらきかけることで、学習プログラムのねらい

の達成につながるほか、参加者の人権感覚が磨かれることが期待できます。 

学習を開始する際は、「尊重」、「参加」、「守秘」の三つの視点から、次の声かけ例を参考にして、参加者

とルールの確認をしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ファシリテーター」についての詳細（心がけること、ワークショップの実施に向けた準備等）は、 

令和４年度資料を参照（下記の二次元コードからアクセスできます） 

 

お互いの考え方や感じ方を尊重しましょう 

□ 相手の意見・自分の気持ちに耳を傾けてみましょう。 

□ 相手の発言を否定したり、自分の意見を押しつけたりしないようにしましょう。 

□ 一人で話しすぎないようにしましょう。 

プログラムに積極的に参加しましょう 

□ 参加者一人一人が、積極的に参加するよう心掛けましょう。 

□ 話すことが苦手な人は、積極的に相手の話を聴きましょう。聴くことも積極的な 

参加になります。 

 

参加者の個人情報は持ち帰らないようにしましょう 

□ 参加者が本音で話す内容には、個人情報が含まれる場合があります。外に出すと 

良くないと感じることはその場に置いていきましょう。 

□ 参考になったアイデアなどは積極的に持ち帰っていただいて結構です。 
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様々な人権課題

H15('03) H17('05) H19('07) H21('09) H27('15) H29('17) R6('24)

ジェンダー・男女
共同参画

ジェンダー・偏見 男女共同参画 男女共同参画 ジェンダー平等
男女共同参画・女
性専用車両・レ
ディースデー

・男女共同参画
・男女の役割分担
意識

H14('02) H15('03) H17('05) H18('06) H19('07) H21('09) H25('13) H28('16) H30('18) R2('20) R6('24)

子どもの個性・コ
ミュニケーション

虐待・児童の権利 育児・母親 自尊感情
忘れられないあ
の一言・できごと

子どもの褒め方・
叱り方

青少年教育支援
事業でのアクティ
ビティ集

「子どもの心の短
歌」・リフレーミン
グ/児童虐待

「決めるのは大
人？子ども？」

児童虐待
子どもの権利
（ヤングケアラー）

H18('06) H19('07) H21('09) H26('14)
充実したシルバー
ライフ/高齢者疑
似体験

高齢者疑似体験/
魅力ある高齢者
紹介

しめ縄づくり・高齢
者にやさしいまち

高齢者対象アク
ティビティ集

H15('03) H17('05) H18('06) H19('07) H21('09) H29('17) R4('22)

ノーマライゼーショ
ン

ユニバーサルデ
ザイン

点字・耳マーク
バリアフリー・ジェ
スチャートーク

バリアフリー・バリ
アフリーマーク

心のバリアフ
リー・共生社会・
障害者に関する
マーク

障害者に対する
配慮や支援

H15('03) H18('06) H19('07) H30('18)

同和問題意識調
査

被差別部落の
人々の業績・功績

結婚

法務省委託人権
啓発教材「同和問
題～未来に向け
て～」

H14('02) H15('03) H18('06) H19('07) H27('15) H29('17) H30('18) R4('22)

アジアの食と遊び 誤解や偏見
難破船生存者救
出ゲーム・共生社
会

固定観念・偏見
栃木県内の外国
人・共生社会

共生社会・ピクト
グラム・世界の慣
習

栃木県内の外国
人・共生社会

共生社会・ロール
プレイ・カタカナ語
禁止

H15('03) H19('07) H19('07)

エイズ・HIV感染
者

エイズ・HIV感染
者・誤解と偏見

ハンセン病・誤解
と偏見

H19('07)
二次的被害・トラ
ウマ・PTSD

H19('07) H21('09) H28('16) R1('19) R2('20)

情報モラル・
チェーンメール

個人情報の取扱
い・著作権・肖像
権・プライバシー

SNS・ネットトラブ
ル・デジタルタ
トゥー

SNS・誹謗・中傷・
デマ

SNSによる人権侵
害

R1('19) R4('22)

避難所生活・ピク
トグラム

避難所生活

H19('07)

アイヌ文化体験

H19('07)

偏見・差別・保護
司・犯罪者予防更
生法

H28('16) R1('19)

性的マイノリティ・
性の在り方

性の多様性・
LGBT・トークカー
ド

H19('07)
偏見・ホームレス
の自立の支援等
に関する特別措
置法

H23('11) R1('19)

拉致問題啓発ア
ニメ『めぐみ』

フィルムフォーラ
ム『めぐみ』

H15('03) H21('09) H23('11) H27('15) H29('17) R6('24)

アンコンシャスバ
イアス/ユニバー
サルデザイン/人
権ビンゴ

自己理解・他者理
解/自尊感情/固
定観念・思い込み

人権啓発ポス
ターづくり

自尊感情・プラス
ストローク

個人の尊重
リフレーミング・災
害における人権

H18('06) H23('11) H24('12) H27('15) H30('18) R1('19) R2('20)

親子
みんなの相談室・
悩み相談カード

家庭教育支援事
業でのアクティビ
ティ集・アイスブ
レーキング集

思い込み・偏見・
「電車の優先席」

様々な人々・「役
割カード」・「状況
とできごと」/イラ
ストで見つける人
権課題

みんなの相談室・
悩み事カード

新型コロナウイル
ス感染症に関す
る偏見や差別

H17('05) H18('06) H20('08) H21('09) H23('11) H29('17) H29('17) R２（'20) R3（'21)

アイスブレーキン
グ集

アクティビティ集 アクティビティ集 アクティビティ集
アイスブレーキン
グ集・アクティビ
ティ集

アイスブレーキン
グ集

ショートアクティビ
ティ集

アイスブレーキン
グ集

成人を対象とした
人権教育の考え
方・進め方まとめ

ホームレス等

生活困窮者に

かかわる人権問題

北朝鮮当局による

拉致問題等

豊かな人間性

様々な人権

※網掛けは説明資料の取扱い。

アイヌの人々

ワークショップを取り扱っている年度の指導資料（平成14年～）（年度の下段はテーマ・キーワード）

女性

子ども

高齢者

障害者

部落差別

（同和問題）

外国人

ＨＩＶ感染者・

ハンセン病患者

及び元患者

犯罪被害者と

その家族

インターネット

による人権侵害

災害に伴う

人権問題

自己紹介・

グループづくり

など

刑を終えて

出所した人

性的指向・

ジェンダーアイデン

ティティにかかわる

人権問題

       過年度の「人権に関する社会教育指導資料」について  

栃木県では、昭和５３(1978)年度から、指導資料の作成に計画的に取り組んできました。平成９(1997)年

度から、同和教育に参加体験型学習(ワークショップ)を取り入れた「社会同和教育指導資料」、人権教育に発

展的に再構築された平成１４(2002)年度からは、「人権に関する社会教育指導資料」を作成しています。 

平成１4(2002)年度以降の資料に関しては、栃木県のホームページに掲載していますので、御活用ください。

（下記 URL または二次元コードからアクセスできます） 

     https://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/education/shougai/suishinjigyou/jinken-guide-top.html 

 

 

栃木県 人権 社会教育指導資料 

★各資料には、右の二次元コードを読み込むか、 

下記のように検索してもアクセスできます。 
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（例） はじめの「自己紹介」で最初に話す人を決め、時計回りに発表者を変えていく方法 

「最初にお話しいただく方は、各グループ内で【私に一番近い人】です（挙手してもらう）。 

その方から、時計回りでお話しください。 一人○分でお願いします。」 

➡（次の活動で）「では今度は、先ほど２番目に話した方から順に時計回りで話してください。」 

➡（グループ協議後）「では、グループでどんな意見が出たか発表していただきたいと思います。 

                ○番目の方（順番で最初に話すことになる人）、発表をお願いします。」 

 

ワークショップの進め方（各テーマ共通） 

★ワークショップに入る前に、次の①・②を全員で確認します。 

①  当日に実施するプログラムについての確認 

・最初に、その日実施するプログラムについて確認します。 

「今日は『（タイトル）』というテーマで、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。」 

②  参加者と三つの視点を確認 （※詳しくは P.89『人権が尊重された雰囲気づくり』を参照） 

・ワークショップの際に協力をお願いしたい三つの視点について、読み上げて確認します。 

「よりよいワークショップのために、次の３点について協力をお願いします。」（以下参照） 

 

 

 

 

 

 

 

①・②が確認できたら、早速プログラムに入りましょう！ 

 

 

グループ協議での発表者の決め方 

 

★グループ協議後に発表をしてもらう場合は、話し合う前に全員にそれを伝えておきましょう。 

（例）「話し合った内容を発表していただきますので、発表者を決めておいてください。」 

「発表は１グループ○分くらいで、簡単にお願いします。」 

★グループで話し合ったことを全体で発表してもらう際に、あらかじめ発表者を決めておくと、 

全体での共有をスムーズに行うことができます。 以下は決め方の一例です。 

１点目は「尊重」です。お互いの考え方や感じ方を尊重しましょう。 

 相手の意見・自分の気持ちに耳を傾けてみましょう。 

 相手の発言を否定したり、自分の意見を押しつけたりしないようにしましょう。 

また、一人で話しすぎないようにしましょう。 

２点目は「参加」です。プログラムに積極的に参加しましょう。 

参加者一人一人が、積極的に参加するよう心掛けましょう。 

 話すことが苦手な人は、積極的に相手の話を聴きましょう。聴くことも積極的な参加になります。 

３点目は「守秘」です。参加者の個人情報は持ち帰らないようにしましょう。 

 参加者が本音で話す内容には、個人情報が含まれる場合があります。外に出すと良くないと感

じることはその場に置いていきましょう。 参考になったアイデアなどは積極的に持ち帰っていただ

いて結構です。 
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学習プログラムの説明 

参加者の人権意識を高めるポイント 

インターネットを介して起こるトラブルの一事例から、インターネットは使う側の意識次第

で人権侵害につながる危険性があることに気付き、ネット社会に生きるこどもたちを被害者や

加害者にさせないために、私たち大人ができることは何かを考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間 40 分 準備物 
主催者 

資料①②③  付箋紙（75×75mm） 水性ペン  
台紙(A3 用紙、模造紙、ポスターの裏紙の再利用も可)  
ファシリテーターの声かけ例（留意点） 

参加者 筆記用具 

導 

入 

１ アイスブレーキング：インターネットの話題で自己紹介する 【５分】                                                    

（１）自己紹介と併せて、日頃よく使うアプリやよく見る動画について話す。 

（２）インターネットの便利さ、良さについて資料１で確認する。 

展 
 

 

開 
２ メインアクティビティ：エピソードを読み、大人としてどのように行動したらよいか考える 【25 分】               

（１）資料２：エピソードを読んで問題と感じることについて、 

各自で付箋紙１枚につき一つずつ書き出す。（５分） 

（２）書き出した付箋紙の内容をグループ内で発表しながら、二つの 

カテゴリー、「使い方・ルール・知識」と「心・人権意識」に分

類（台紙のページを使用）して、内容の近いものをまとめて台紙

に貼る。（10 分） 

（３）エピソードから、なぜこどもたちがインターネット上でのトラ 

ブルに巻き込まれやすいのか、その要因について、「心・人権意

識」の面からグループで話し合う。（10 分） 

ま 

と 

め  

3  ふりかえり  【10 分】                                                                          

（１）こどもたちが人権侵害の被害者にも加害者にもならないよう、私たち大人ができることや 

気を付けなければならないことについて、グループで話し合う。（５分） 

（２）グループで話し合ったことを全体で共有する。（３分） 

（３）資料３を読む。（２分） 

（人権課題） 

インターネット上の

人権侵害 

 

 

 

インターネットの普及により生活が便利になった一方で、こどもたちが人権侵害を受けるト

ラブルも発生しています。こどもたちがインターネット上の人権侵害の被害者にも加害者にも

ならないよう、大人ができることを考えるプログラムです。日常の身近なエピソードから、登場

人物の言動について参加者同士で語り合う中で、人権問題を正しく理解し、その対応について考

えます。公民館講座やこども会・育成会指導者研修、PTA・教職員研修などで活用できます。 

ねらい 

大人ができることって？ 
～ネット社会に生きるこどもたちのために～ 

エピソードをもとに人権侵害が起きやすい主な要因を考えることをとおして、ネットの向こ

う側にいる相手への配慮やその人権を尊重しようとする心を育むことの大切さについて意識を

高めることが期待できます。 

【記入例】 
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※「ネットリテラシー」･･･インターネット上の情報を適切に判断し、安全かつ効果的に利用する能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファシリテーターの声かけ例(留意点) 

導入(アイスブレーキング)  時間：５分 

（１）はじめにグループ内で順番に自己紹介をします。その際、あなたが日頃よく使うアプリやよ

く見る動画などについても紹介しましょう。（一人 30 秒～１分程度、全体で４分） 

（ファシリテーターが各グループで最初の人を指名） 

（２）（４分後）みなさんいかがでしたか？私たちの生活には、インターネットの情報がいつも身近 

にありますね。では、資料１を御覧ください。こちらにはインターネットの便利な使い方につ 

いて紹介されています（資料を見る時間を少しとる）。インターネットによって、私たちの生活 

はとても便利で快適になりましたね。しかし、資料にもあるように、自由な表現が尊重される 

一方で、守られるべき権利があることについても考えなければなりませんね。 

展開（メインアクティビティ） 時間：25 分 

（１）次に、資料２のエピソードを読みましょう。（１分後）読み終えたら、エピソードの内容、 

登場人物の言動などについて問題だと感じることを配付してある付箋紙に書いてください。 

付箋１枚につき一つ記入してください。時間は４分です。それでは始めてください。 

（２）（４分後）４分経ちましたので、グループ内で共有します。グループにある台紙を机の上に広 

げます。台紙の上の方に、二つのカテゴリー「使い方・ルール・知識」「心・人権意識」と書か 

れています（記入例参照）。グループ内で順番に、自分が付箋に書いたことを１枚ずつ発表しま 

す。その際、①二つのカテゴリーのいずれか当てはまる方へ、どちらにも当てはまるという場 

合は二つのカテゴリーの間に、②内容の近いものをまとまりにしながら貼りましょう。時間は 

８分です。 

（３）（８分後）エピソードのようなトラブルは、私たちの日常でも起こりやすい出来事ではないで 

しょうか。なぜインターネット上ではトラブルが起こりやすいのでしょう？「使い方・ルール・ 

知識」で出た問題を解決するためにネットリテラシー※を高めることも重要な課題ですが、本日 

は「心・人権意識」の面を深く考えていきたいと思います。「心・人権意識」で出された問題の 

まとまりを引き起こしている要因についてグループで話し合い、キーワードや簡単な文を、ま 

とめた付箋の近くに書いてみましょう。時間は８分です。 

（予想される意見：〔心・人権意識〕相手の気持ちを考えた言動が未熟、先を予想した行動が未

熟、友達の雰囲気に流されがち、大人自身の使い方の見直しが必要 等） 

（８分後）どんな意見が出たか、数グループに発表をしてもらいたいと思います。 

（発表後）みなさんの発表にもあったように、インターネットは便利ではありますが、危険も

隣り合わせにあります。まだまだ発達段階にあるこどもたちが、大人と同じインターネットを

利用するのですから、こどもたちの人権意識を高めるために周囲の大人の振る舞いがとても大

切になってくることも確認できたのではないでしょうか。 

 

まとめ・ふりかえり  時間：10 分 

（１）ここからふりかえりをします。私たちの身近にいるこどもたちが、人権侵害の被害者にも加 

害者にもならないよう、こどもたちの身近にいる大人としてできることや気を付けなければな 

らないことについて、先ほどのワークをもとにグループで話し合ってみましょう。（付箋を貼っ 

た台紙を見ながら考えてみるよう促してもよい）時間は５分です。 

（２）（５分後）グループで話し合ったことを全体で発表し合います。グループでどなたか１名が代 

表して、話し合った内容について簡単に発表してください。（残り時間によっては数グループの 

発表にする）（３分） 

（３）ありがとうございました。最後に資料３を見てください。今日はエピソードの事例から考え 

てみましたが、インターネットの人権侵害に関わる事例は様々です。ネット社会に生きるこど 

もたちが自分も相手も大切にした言動がとれるよう、私たち大人ができることから関わってい 

くことが大切なのではないでしょうか。また、私たち大人自身もインターネットの使い方を見 

直すことも重要です。今日のワークショップで考えたこと、気付いたことを、これからの生活 

で生かせるといいですね。（２分） 
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補助教材・補助資料等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

公益財団法人人権教育啓発推進センター「あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権」令和５年 
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エピソード 

  ユウコさんは、ひまりさん（小学６年生）のお母さんです。家族で相談し、悩んだ末に

最近になってひまりさんにスマートフォンを持たせることにしました。 

  ある日、ユウコさんが仕事から帰ると、先に学校から帰って来ていたひまりさんが、

スマートフォンを持ったまま自分の部屋に閉じこもっています。夕飯の時間になって

も、部屋から出てきません。心配になったユウコさんは、ひまりさんの部屋の前から話

しかけました。 

 

母  ： 「ひまり、どうしたの？」 

ひまり ： 「・・・・・・別に、何でもないよ。」 

母  ： 「まったく、最近スマートフォンばっかり…。」 

ひまり ： 「うるさいなぁ、今、クラスのみんなとメッセージをやりとりしてるから忙しい

の！ほっといてよ。」 

母  ： 「今日はもうダメよ。こんなに長い時間、いったいどうしたの？」 

ひまり ： 「・・・えーと、あのね、私、この前のお祭りの写真をクラスのグループでやっ

ている SNS に送ったら、その写真の中に友達が変な顔で写っちゃってい

る写真が混ざってて、変な顔をみんなに見られた友達が、ショックで今日、

学校を休んじゃったんだ…。」 

母  ： 「えっ、大変じゃない！画像を送るときは注意してねって言ってあったよね？」 

ひまり ： 「だって、この前のお祭りで、みんなの家の人たちが撮ってくれた写真を誰

かがグループの SNS で送りはじめたから、私はお母さんからもらった写

真を送ってみただけだよ。 みんな、『いいね』って押してくれたし、お母さん

だって SNS にたくさん家族の写真載せてるでしょ。まさか、こんなことにな

るなんて思わなかったよ…。それに、意地悪するつもりで送ったわけじゃな

いもん。クラスのみんなも、普通はそんなの気にしないよ、大丈夫だよって

言ってるよ。」 

資料２ 
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資料３ 

公益財団法人人権教育啓発推進センター「あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権」令和５年 
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＜拡大印刷用台紙＞ ※A3版以上に拡大印刷し、台紙として使用する場合に使用 

使
い
方
・
ル
ー
ル
・
知
識

 
心
・
人
権
意
識
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意
識

 

＜印刷用表示ラベル＞ ※印刷して文字の部分を切り取り、模造紙やポスター裏紙などに貼る場合に使用 
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令和７(2025)年度人権に関する作品コンクール  
イラストの部  入賞作品  

『幸せの青い鳥』  
宇都宮文星女子高等学校  阿部  花音 さん  
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学習プログラムの説明 

ねらい 

言葉チェックシートや資料を使うことで、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

に気付き、自分のこととして考える機会となります。 

 

「」 

 

 

 

 

仕事や結婚、子育て等において性別に基づく固定観念から生じる無意識の思い込みや、個人の考

え方の違いに気付いてもらうプログラムです。普段、何気なく使われている言葉を取り上げ、グル

ープでどう感じるか等について話し合い、自分の認識を振り返ります。公民館の講座、企業研修、

行政職員・管理職研修、子育て講座、PTA 人権研修会、地域づくりに関連する講座など様々な場面

で活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間 40 分 準備物 
主催者 

ファシリテーターの声かけ例(留意点) 
言葉チェックシート 
資料「無意識に思い込んでいない？」 

参加者 筆記用具 

導 

入 

１ アイスブレーキング：自己紹介【５分】 

（１）「名前」、「所属」と「言われてうれしい言葉」について話す。 

展 
 

 

開 
２ メインアクティビティ：言葉チェックシートを使用して考える【20 分】 

（１） チェックシートに書かれた内容の言葉を聞いたとき、自分だったらどう感じるかについ 

て、各自チェックする。（２分） 

 

（２） グループでシートを見せ合い、互いの考えが違うところに目を向け、自分の考えを理由 

付けしながら伝え合う。（10 分） 

 

（３） 資料をもとに、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）について触れる。 

（８分） 

ま 

と 

め 

３ ふりかえり【15 分】 
（１） 自分の今までの言動を振り返り、女性が自分らしく活躍できる社会の実現のために、 

自分にできそうなことは何かを考え、記入する。（３分） 
 
（２） グループで意見交流をする。（７分） 
 
（３） 全体で共有する。（５分） 

 

（人権課題） 

女 性 

その言葉、本当に大丈夫？ 
～女性が自分らしく活躍できる社会をめざして～ 

日常に潜む性別に基づいた特定の役割や行動、能力などに対しての固定観念や無意識の思い込

みによって、女性が不当に評価されることがあることに気付きます。また、性別に関係なく自他

の思いが尊重され、女性が様々な分野で自分らしく活躍できる社会をめざすために、自分にはど

んなことができそうかを考えます。 

参加者の人権意識を高めるポイント 
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展開（メインアクティビティ） 時間：20 分 

（１）（言葉チェックシートを全員に配付） 言葉チェックシートをご覧ください。ここに、女性に対

するほめ言葉や配慮する言葉などを集めてみました。その言葉を皆さん自身が聞いたとき、どう

感じますか。各自、当てはまるところに○を付けてみてください。（２分） 

（２）（２分後、全員がチェックし終えたら）この後はグループごとに、自分がチェックした気になる

箇所を中心に伝え合いましょう。グループのメンバーとなぜその箇所にチェックしたのか、お互

いにその理由を伝え合いましょう。時間は 10 分間とります。（３分） 

※チェックシートを見せることや自分の考えを伝えることに抵抗がある場合は、無理のない範囲で 

参加することを伝える。 

※グループ内で意見に違いが全くなかった場合は、他のグループの意見を取り上げるなどして、自 

分とは違う考え方があることに気付けるようにする。 

 

（３）（10 分後）皆さんの話合いの様子を見させていただきましたが、褒めているつもりの言葉や配

慮しているつもりの言葉であっても女性にとっては気になり、うれしくないものもあったかもし

れません。人によって言葉に対する考え方や感じ方に違いがありましたね。そのような違いは、

私たちの中にある性別による無意識の思い込みが関係していることが多いようです。このような

無意識の思い込みを「アンコンシャス・バイアス」といいます。（１分） 
 

（資料を全員に配付）資料をご覧ください。これは栃木県生活文化スポーツ部人権男女共同参画

課から出された、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）について書かれた資料です。  

無意識の思い込みは過去の経験や見聞きしたことに影響を受けたもので、誰もがもっているも

のと書かれています。無意識の思い込みにはいくつか種類があります。中央に書かれた「ステレ

オタイプ」の部分を御覧ください。誰でも、性別、学歴、世代などをもとに先入観や固定観念で

相手をみる傾向があるそうです。（２分） 

いくつかチェック項目があるので、各自チェックしてみましょう。（１分ほど時間をとる） 

（１分後）いかがでしたか？このような無意識の思い込みが、女性の可能性を狭め、女性が社会

の中で自分らしく活躍することの妨げになっているのかもしれません。（１分） 

導入(アイスブレーキング)  時間：5 分 

グループ内で自己紹介をします。お一人ずつ「名前」、「所属」そして「言われてうれしい言葉」に

ついて紹介してください。また、言われてうれしい理由もお話しください。一人１分程度でお願いし

ます。（無理のない範囲で自己紹介をするよう声をかける） 

※導入で言われてうれしい言葉を共有することで、言葉の温かさを実感し、次の活動につなげる。 

（参加者同士で話している内容を聞いておき）○○や○○（※参加者から出てきた意見）など、認め

られたり、感謝されたり、褒められたりすると誰もがうれしい気持ちになりますよね。 

まとめ・ふりかえり  時間：15 分 

（１） 自分の今までの言動を振り返り、女性が自分らしく活躍できる社会をめざすために、あなたな

らどんなことができそうかを考え、ふりかえり欄に記入してみましょう。（３分） 

（２） （３分後） グループで意見交換してください。（８分） 

（３） グループでどのような意見が出ましたか。（数グループ指名し、発表してもらう）（２分） 

今日は女性の人権について考えていただきました。私たちは無意識のうちに女性や男性につ

いて固定的なイメージをもってしまっています。それらは長い歴史の中で、時代や地域、文化

や習慣の影響を受けながら徐々に形成されてきたものです。「女性だから」、「男性だから」と性

別によって可能性を狭められたり、不利益を被ったりすることがないようにしたいものです。 

皆さんの人権が尊重される社会を築いていけるよう、皆さんの発する言葉にも気を付けていき

たいですね。（２分） 

 

ファシリテーターの声かけ例(留意点) 
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補助教材・補助資料等  

 

 

下の言葉を耳にしたとき、自分だったらどう感じるか 

当てはまるところに○を付けてください。 

気になる 

 

少し 

気になる 

あまり 

気にならない 

気にならない 

 

１． 「出産後は正社員を辞めるのかな。 子育てはやっ 

ぱり母親にはかなわないよね。」 
    

２．「女子力が高い○○さんが居てくれると、雰囲気が 

華やかになりますね。」 

    

３．「多様な視点を取り入れたいと思い、今回は女性 

の方にも参加していただきました。」 

    

４．「女性で理系の有名大学に進学する人はまだ多く 

ないし、すごいですね。」 

    

５．「仕事ができるし、女性にしておくのはもったいない 

ね。これからもサポート役をお願いしよう。」 

    

６．「女性は家事や育児、介護で忙しいので、無理なく 

働ける環境づくりを進めていきましょう。」 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本音で 
語るまる！ 

○ふりかえり 

 自分の今までの言動を振り返り、女性が自分らしく活躍できる社会をめざすために、自分には何

ができそうか書いてみましょう。 
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令和７(2025)年度人権に関する作品コンクール  
イラストの部  入賞作品  
『唯一無二のその個性』  

宇都宮市立清原中学校  成澤  晃絆 さん 
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展開（３）のふりかえりシートで振り返った後、展開（４）において資料３を活用することで、

こどもが大人と同様に一人の人間としてもつ様々な権利について確認し、人権意識を高める機会と

なります。 

学習プログラムの説明 

参加者の人権意識を高めるポイント 

こどもに対する大人のふるまいや声かけが、こどもの心を傷つけ、こどもの人権を侵害する行為

となっていなかったかなどを見つめ直します。その上で、大人がこどもの人権を尊重し、心身のよ

りよい成長・発達のために心がけたいことや自分にできることについて考えます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間 40 分 準備物 
主催者 

ファシリテーターの声かけ例（留意点） 

参加者用資料（資料 1，2，3) 

参加者 筆記用具 

導 
入 

１ アイスブレーキング：自己紹介【5 分】 

（１） グループ内で順番に「名前」と「どんなこどもだったか」について、エピソードや思い

出を交えて話す。 

展 
 

 

開 

２ メインアクティビティ：こどもの人権を侵害する行為となりうる場合があることについての話合い【25 分】 
 
（１） 気になる大人の言動やこどもの気持ちに線を引きながら、エピソード（資料１）を読む。

（3 分） 
 

（２） 線を引いた部分について、グループで話し合う。（16 分） 
 
（３） ふりかえりシート（資料２）で自分の言動を振り返る。（3 分）  
 
（４） 資料３を配付し、こどもの人権は守られるべきこととして定められていることを理解し、 

無意識に行っている大人の言動が心理的虐待になりうる場合があることを確認する。 
（3 分） 

ま 

と 

め 

３ ふりかえり【10 分】 

（１） こどもの気持ちを第一に考えるために、心がけたいことや自分にできることを考え、意

見交流をする。（7 分） 
 

（２） 全体で共有する。（3 分） 

（人権課題） 

こども 
意識していますか？ こどもの気持ち 

 無意識に行っている大人の言動が、こどもの人権を侵害する行為となりうることに気付いてもら

うプログラムです。こどもの人権にかかわる問題には、体罰や児童虐待などが挙げられます。栃木

県保健福祉部こども政策課における令和 6 年度の児童虐待相談調査結果において、児童相談所の相

談対応件数の「心理的虐待」は 977 件（52.8％）と、過去 10 年で最も高い割合となっています。 

本プログラムではエピソードをもとに、無意識に行っている大人の言動についてどう感じるかを

グループで話し合うとともに、こどもの気持ちを考えた大人の言動を振り返ります。公民館等での

人権講座やこどもに関する講座において活用できます。 

ねらい 
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展開（メインアクティビティ） 時間：25 分 

（１）今日は、こどもたちに対しての大人の関わりを考えていきましょう。（資料１を配付）エピソ 

ードを読んで、気になる大人の言動やこどもの気持ちに線を引いてみてください。(３分) 

（２）（３分後）線を引いた部分について、理由を含めてグループで話し合いましょう。いろいろな

方が参加していますので、例えば御自身が子育てをしていた頃を思い出したり、地域のこどもと

関わる場面を想定したりして考えてほしいと思います。２番目に話した方から気になる言動やこ

どもの気持ちについてお話しください。（10 分） 

(10 分後) いくつかのグループに発表してもらいたいと思います。（数グループ指名する）

（予想される意見：「がんばりを認めて欲しいという気持ちを分かっていない」「身体的特徴

を取り上げ差別している」「ついつい言ってしまってこどもの心を傷つけている」「悪気があ

るわけではない」等） （3 分） 

（３）無意識のうちにエピソードのような言動はなかったか、ふりかえりシートで振り返ってみまし

ょう（資料２を配付）。普段やっている、ときどきあるなど、それぞれ御自身の中で確認してみ

ましょう。（２分程度） 

（２分経ったら）心当たりのあった方は、こどものためやしつけのためにと考えてこのような言

動をとっていたのかもしれません。また、「つい」や「何気なく」ということもあるかもしれませ

んね。(1 分) 

（４）（資料３を配付）先程のエピソードやふりかえりシートでみなさんが感じたように、大人の言

動の中には、知らず知らずのうちにこどもたちの心を傷つけてしまっていたものがあったかもし

れません。 

「子どもの権利条約」では、こどもは大人と同じように、一人の人間としてもつ様々な権利が

あること、また「こども基本法」では、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ること

ができる社会の実現を目指すことが定められています。 

子育てにおいて、しつけとしてこどもに罰を与えることは、こどもをよりよくしようとする思

いからの行為かもしれません。しかし、それは許されるものではありません。（※こども家庭庁

「体罰等によらない子育てを広げよう」パンフレットより） 

詳しくは、資料をお読みください。 

本日実施したふりかえりシートの項目は、資料にある心理的虐待になりうる言動の一例で

す。心理的虐待は、身体的虐待に比べて見えにくく、気付きにくいことがあります。だから

こそ、こどもも「権利をもつ一人」として尊重することを意識していけるといいですね。(３

分) 

導入(アイスブレーキング)  時間：５分 

はじめに、グループで簡単な自己紹介を行います。「名前」と「どんなこどもだったか」について、

エピソードや思い出を交えてお話しください。家族や周囲の大人などから言われていたことや聞い

たことでも結構です。時間は一人１分程度でお願いします。話す順番は誕生日の日付が１日（ついた

ち）に近い方から時計回りでお話しください。 

（予想される意見：「活発で、外で元気に遊んだ」「落ち着きがなく、よく怒られていた」「人見知り

があり、体が大きいのに臆病だと言われた」等）（５分） 

（自己紹介を行った後、ねらいの最初の一文を読み、P89 を参考に三つの視点の確認をする） 

まとめ・ふりかえり  時間：10 分 

（１）こどもの気持ちを第一に考え、心がけたいことや御自身の立場でできそうなことについて、

グループで意見交流をしましょう。次（3 番目）の方からお話しください。交流したことを最

後に全体で共有しますので、発表者を 1 名決めておいてください。（７分） 

 

（２）各グループで交流したことを共有します。（残り時間によっては一部の班の発表）ありがとう

ございました。今日の皆さんの考えや気付きを大切にし、これからの生活で生かせるといいで

すね。（３分） 

ファシリテーターの声かけ例(留意点) 
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だいちくんがサッカーの練習の帰りにお父さんと歩いていると、幼稚園の頃

にお囃子を教えてもらっていた栃木さんと出会いました。 

 

栃 木：「おや、だいちくん、久しぶりだね。何年生になったの？」 

だいち：「４年生になりました。」 

栃 木：「４年生か。あれ？サッカーやってるの？」 

 父  ：「去年から始めたんですけど、だいちはチビだから、まだレギュラー 

になれなくて。上の子は、体が大きかったからすぐにレギュラーに 

なれたのに。」 

栃 木：「だいちくん、ちゃんと好き嫌いなく食べてる？何でも食べないと、 

お兄ちゃんみたいに大きくなれないぞ。」 

だいち：「……はい。」 

 父 ：「朝だって、毎日声をかけないと起きられないんですよ。私もイラ 

イラしちゃって、つい口を出しちゃうんですよね。」 

栃 木：「だいちくん、４年生ならもう少ししっかりしないとな。」 

 父 ：「サッカーの練習だけは一生懸命なんですけどね。」 

だいち：「僕さぁ、今日の練習でも、ドリブルはコーチにほめられたんだ。」 

 父 ：「ふーん。ちょっとぐらいほめられたって、ベンチじゃなぁ。お母さ 

んも、レギュラーになってくれれば応援のしがいがあるって言って 

たぞ。」 

栃 木：「まぁ、やっぱりスポーツは体が大きくなきゃなぁ。お父さん、お母 

さんの言うことを聞いて、レギュラー目指してもっとがんばれよ。」 

だいち：「……。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父 

 

だいち 

資料１ 

栃木さん 
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日頃の言動ふりかえりシート 

こんな行動はありませんか？ 

・何かをしながらこどもの話を聞くことがある。 例）スマホ、テレビ、家事 等 

・こどもが抱えるコンプレックスを、世間話の一つとして話題にすることがある。 

・こどもを感情的に大声で怒ることがある。 

・大人の都合で、こどもに指示や注意をすることがある。 

・できていないところが気になり、こどものがんばりを認めていないことがある。 

・こどもの行為を無視したり、ため息をついたりすることがある。 

・両親やきょうだい等と比較することがある。 

・こどもの前で大人同士が言い争ったことがある。 

 

 

こんな言葉を投げかけていませんか？ 

・「○年生（○歳・小学生・中学生）なんだからできるでしょ。」 

・「忙しいから、後にして。（それ、今じゃないとダメ？）」 

・「何度言ったら分かるの？ ぐずぐずしないで早くしなさい。」 

・「○○しなかったら、知らないからね。勝手にしなさい。」 

・「△△さんは、もっとできたよ。もう少しがんばれるんじゃない？」 

・「そんなんじゃ、いい大人になれないよ。（将来大変だよ。）」 

・「△△（ゲームばかりしている・寝るのが遅い・好き嫌いが多い 等）から、○○なんだよ。」 

・「あなたのためにどれだけ我慢しているか、わかってるの？」 

資料２ 

- 109 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

子どもの権利条約は、子ども が守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体
であることを明確にしました。子どもが大人と同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を
認めると共に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。  

             参考：日本ユニセフ協会 

「子どもの権利条約の考え方」 

【しつけとは】 

こどもの人格や才能などを伸ばし、社会において

自律した生活を送れるようにすることなどの目的か

ら、こどもをサポートして社会性を育む行為です。 

             参考：こども家庭庁 

      「 しつけ？体罰？これどっち？？」 

児童虐待とは？ 

身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 心理的虐待 

 

<心理的虐待> 

○ことばによる脅かし、脅迫など       ○他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする 

○    ○配偶者や他の家族などに対する暴力や暴言 

○子どもの心を傷つけることを繰り返し言う  ○子どものきょうだいに、児童虐待を行う ･･･など 

○子どもの自尊心を傷つけるような言動など 

             参考：こども家庭庁 

       「体罰等によらない子育てを広げよう！」パンフレット 

こども基本法 

こども基本法は、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実
現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。 

       参考：こども家庭庁 

     「こども基本法」 

こども家庭庁「こども基本法」 

こども家庭庁「体罰等によらない子育てを広げよう！」パンフレット 

【体罰とは】 

こどもの身体に何らかの苦痛を引き起こし、

または不快感を意図的にもたらす行為（罰） 

です。 

こども家庭庁「こども基本法」 
概要文より一部抜粋 
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令和７(2025)年度人権に関する作品コンクール  
イラストの部  入賞作品  

『ピクニック』  
宇都宮文星女子高等学校  小川  優杏 さん  
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資料２と資料３を提示し、立場が変わることで考え方が変化するなど、潜在的にある無意識の

差別の芽について考えることで、自分のことだけでなく同時に他者も大切に考えることの重要性

について気付きを得る機会となります。 

学習プログラムの説明 

部落差別（同和問題）解消のために、同和地区出身者との関わりや結婚に対する考え方につい

て、参加者同士が意見を交換することで、自分に内在する偏見について認識するとともに、これか

ら自分が心掛けたいことや自分に必要なことを考えます。 

 

ねらい 

参加者の人権意識を高めるポイント 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間 40 分 準備物 
主催者 

ファシリテーターの声かけ例(留意点)  参考資料(※映像不可の時) 
参加者用（資料１～３）動画再生用 PC、プロジェクター 

参加者 筆記用具 

 
導 
 

入 
 

１ アイスブレーキング：「エピソードトーク」【10 分】 

（１）映像資料「『誰か』のことじゃない」（法務省公式 YouTube チャンネルより）を視聴する。 

（２）「部落差別（同和問題）について『いつ』『どんなこと』 

を学んだか」について一人１分程度で話をする。 

                          

    ⇦映像資料「『誰か』のことじゃない」 

（法務省公式 YouTube チャンネル） 

 
展 
  

 
開 
 
 
 

２ メインアクティビティⅠ：「部落差別（同和問題）を知ろう」【５分】 

資料１を読み、部落差別（同和問題）について、正しく知る。 

 

３ メインアクティビティⅡ：「自分の人権？他人の人権？」【15 分】                 

（１） 資料２「あなたは、同和地区の人と親しくつきあうことに抵抗を感じますか」を提示する。 

 

（２） 資料２で「抵抗を感じない」と回答した人の中で、「もしあなたのお子さんが同和地区 

出身の人と結婚しようとしたとき、あなたはどうしますか」という問いに対してどのよう 

な回答があったか(資料３)を提示する。 

 

（３）二つの回答の違いが表れる要因について話し合う。 

 
ま 
と
め 

４ ふりかえり【10 分】 
（１） 活動を振り返り、気が付いたこと、これから心がけていきたいこと、必要なことなどを 

グループ内で話し合う。 
 

（２）全体で共有する。  

（人権課題） 

部落差別（同和問題） 
部落差別（同和問題）と私たちの選択 

部落差別（同和問題）においては、人々の考え方や意識に深く潜り込み、言葉、文字、そして

行為として表面に現れる差別である「心理的差別」が依然として根深く残っています。部落差別

（同和問題）への正しい理解を促すとともに、栃木県「人権に関する県民意識調査」（Ｒ３）の

結果から導き出される認識の違いを考えることをとおして、人権の共存※について考えるプログ

ラムとしました。公民館での人権講座等で活用することができます。 

参考資料（リーフレット） 

「改めて同和問題（部落差別）に

ついて考えてみませんか」 

公益財団法人人権教育啓発推進センター 

※映像を見ることができない場合は、 

添付の参考資料を活用ください。 

⇩⇩⇩（元データはこちら） 

※人権の共存･･･自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、一人一人が 
自らの権利の行使に伴う責任を自覚して、互いに人権を尊重すること 
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展開（メインアクティビティ） 時間：20 分 

（１） 最初の動画にもあったように、部落差別について正しく理解することが大切です。資料１を

基に、部落差別について確認してみましょう。（資料１を配付）資料１を御覧ください。（資料１

を読み進める）（５分） 

（２） 次に栃木県民が部落差別についてどのように考えているか、こちらの人権に関する意識調査

の結果を基に見ていきましょう。（資料２・３を配付）まず資料２を御覧ください。こちらは「あ

なたは、同和地区の人と親しくつきあうことに抵抗を感じますか」という質問に対する回答です。

これによると「抵抗を感じない」と回答した人の割合は、全体の 59.0％いるということが分か

ります。（２分） 

（３） 次に、資料３を御覧ください。こちらは資料２で「抵抗を感じない」と回答した人が「もし、 

あなたのお子さんが同和地区出身の人と結婚しようとしたとき、あなたはどうしますか」という 

質問に対して回答した結果をクロス集計したグラフです。これによると「こどもの意思を尊重す 

る。親が口出しすべきことではない」と回答した人の割合は約 68％です。親しくつきあうこと 

に「抵抗を感じない」にも関わらず、こどもの結婚となると「こどもの意志を尊重する」という 

人が少なくなっています。このような結果が表れたのはなぜだと思いますか？グループで意見交 

換してみましょう。（８分程度時間を取る） 

（８分後）どのような意見が出ましたか？いくつかのグループに発表してもらいます。（数グル 

ープ指名し、グループで出た意見を全体で共有する）（２分） 

※これは、立場が変わることで考え方が変化する、誰にも無意識の差別の芽が存在すると言えるの

ではないでしょうか。自分に潜む差別意識によって、知らぬ間に他者を傷つけてしまう可能性が

あるかもしれません。皆さんはどう感じますか？ 

導入(アイスブレーキング)  時間：10 分 

（１） はじめに、映像資料「『誰か』のことじゃない」を見ていただきます。これは法務省公式 YouTube 

チャンネルに掲載されている映像資料です。（動画を視聴する）（３分後）この動画でも触れられ 

ていましたが、今日は部落差別（同和問題）を『自分事』として考えながら学習を進めてもらい 

たいと思います。 ※動画が視聴できない場合は、参考資料（リーフレット）を活用する。 

（２）次に、自己紹介を兼ねて「エピソードトーク」という活動をします。グループの中で、お名 

前、御所属と「部落差別（同和問題）について、『いつ』『どんなこと』を学んだか」をお話いた 

だきたいと思います。部落差別（同和問題）の学習について、それぞれ思い出してみましょう。 

順番は、私に一番近い座席に座っている方、手を挙げてください（参加者に手を挙げてもらう）。

今、手を挙げている方から時計回りにお話しください。時間は一人１分でお願いします。では 

始めてください。（グループで話をする）（５分） 

まとめ・ふりかえり  時間：10 分 

（１） 最後に今日のワークショップを振り返って、どんなことを感じたり、気付いたりしましたか？ 

まずは個人で意見をまとめてみましょう。（１分） 

（１分後）個人で考えたことをグループの中で発表してください。（５分） 

（２） グループ内で出た意見を全体で共有しますので、各グループの代表の方は発表をお願いしま 

す。（各グループの代表にグループで出た意見を発表してもらう）ありがとうございました。本日 

は部落差別（同和問題）について、様々な意見を出し合いました。自分の人権も他人の人権も大 

切にできる社会を目指し、それぞれの立場でできることから取り組んでいくきっかけとしていた 

だければ幸いです。 

ファシリテーターの声かけ例(留意点) 
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補助教材・補助資料等 
 

○部落差別（同和問題） 

 

■差別のはじまり 

 日本には、鎌倉時代や室町時代のころにも差別を受けていた人たちがいました。これらの人々は、

差別を受けながらも芸能や建築にすぐれた技能を発揮しました。その後、豊臣秀吉が行った検地と刀

狩によって、武士と農民の身分の違いがしだいにはっきりしていきました。江戸時代になると、幕府

や藩は武士が支配する社会を守るため、身分の違いを厳しくしていきました。その中には、農民や町

民から厳しく差別された身分の人々もいました。これらの人々は、住む場所や服装、農民や町民との

交際などを制限されました。 

 

■明治維新後も続く差別 

 1869年、明治天皇を中心とした新政府が成立しました。政府は、解放令により武士と農民・町人

という身分制を廃止し、だれでも職業や住むところを選び、名字を名のれるようにしました（四民平

等）。しかし、実際は、天皇一族は皇族、公家や大名は華族、武士は士族、農民や町人は平民という形

で身分の違いが残されました。1871年、長い間差別に苦しんできた人々も、政府の法令により平民

とされました。しかし、政府は、差別をなくすための積極的な政策や生活の改善を行いませんでし

た。また、人々の差別意識も簡単には改められなかったこともあり、実際の生活のうえでの厳しい差

別が、その後も続きました。 

 

■戦後の同和問題に対する取組 

 同和地区は長い間住宅や道路などが改善されなかったため、劣悪な生活環境にありました。また、

就職や教育の機会に恵まれなかったため、低い生活水準にありました。このような同和地区住民の生

活環境に現れる差別を「実体的差別」といいます。様々な国の取組によって同和地区の生活環境は大

いに改善され、現在では「実体的差別」はほぼ解消されました。 

 

■今もなお残る「心理的差別」 

人々の観念や意識に潜在し、言葉や文字、行為として表面に現れる「心理的差別」が依然として残

っています。日本国憲法で「法の下の平等」、「婚姻の自由」、「職業選択の自由」が保障されているに

もかかわらず、同和地区出身であることを理由に、結婚を反対されたり、就職等において不利な扱い

を受けたりするなどの問題があります。こうした行為は、部落差別（同和問題）に関する誤った意識

を植え付け、差別を助長し、解決を阻む大きな要因ともなっています。さらに、最近では、インター

ネット上に同和地区を特定するような情報や差別的感情を煽るような内容が書き込まれるといった問

題も起きています。 

 

 

 

 

 

参考 栃木県教育委員会教育政策課人権教育室「人権の窓」部落差別（戦後の取組）(令和７年) 

資料１ 
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栃木県「人権に関する県民意識調査」（R3）より 資料２ 

- 115 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

16%

2%

1%

13%

（「同和地区の人と親しくつきあうことへの抵抗」についての

質問に対し、「抵抗を感じない」と答えた人の回答を抽出）

○お子さんが同和地区出身の人と結婚しようと

したとき、どうしますか？

子どもの意思を尊重する。親が口出しすべきことではない

親としては反対するが、子どもの意思が強ければしかたない

家族や親類の反対があれば、結婚させない

絶対に結婚させない

わからない

68％

16％

２％

１％

13％

栃木県「人権に関する県民意識調査」（R3）を基に作成 資料３ 

子どもの意思を尊重する。 
親が口出しすべきことではない。 

68％ 
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